
上郡町中古住宅取得費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、本町の区域内において中古住宅の取得を支援することに

より、本町における転入・定住促進及び空き家の発生抑制を図るため、中古

住宅取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 専用住宅 専ら自己の居住に供する住宅であり、玄関、便所、台所、浴

室及び居室を有し、利用上の独立性を有する延床部分が 50 平方メートル

以上の住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売

等営利を目的とするものを除く。

⑵ 併用住宅 建築物に自己の居住部分と、店舗、事務所又は賃貸住宅等の

部分がある建築物で、その床面積の２分の１以上、かつ 50 平方メートル

以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供される住宅をいう。

⑶ 居住 取得した住宅に現に居住し、かつ、その住宅の所在地を住所とし

て住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定に基づく本町の住民基

本台帳に記録されていることをいう。

⑷ 定住 永く住むことを前提に本町内に住所を有し、かつ、生活の実態が

あることをいう。

⑸ 中古住宅 建物登記簿において所有権移転が記録されている住宅をい

う。ただし、不特定の購入者を想定して新築された住宅を購入した場合を

除く。

（補助対象住宅）

第３条 補助の対象となる中古住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の

各号のすべてに該当するものとする。

⑴ 専用住宅又は併用住宅（賃貸住宅等の営業の用に供するもの及び法人等

が取得した住宅若しくは公共事業に伴う移転補償により取得した住宅を

除く。）であって、売買により取得したものとし、相続、贈与その他対価

を伴わない事由により取得したものは対象外とする。

⑵ 建物登記簿における権利部（甲区）の所有権移転登記(売買を登記原因

とするものに限る。以下同じ。)の「受付年月日・受付番号」欄に記載さ



れている年月日が、令和２年４月１日から令和８年３月 31 日までの間の

日付であること。

⑶ 前号の建物登記簿に所有権割合が記載されている場合は、補助対象住宅

に居住している共有者の持分の合計が２分の１以上であること。

（補助対象者）

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、本町に５年以上定住する見込みの者で次の各号のすべてに該当する者と

する。

⑴ 令和２年４月１日から令和８年３月 31 日までの間に補助対象住宅に居

住した者であること。

⑵ 補助対象住宅を所有し、自ら居住している者

⑶ 申請時点において、補助対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世

帯員に本町の町税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。

⑷ 補助対象住宅の所有者が、申請時点において補助対象住宅以外の専用住

宅又は併用住宅を有していないこと。

⑸ 過去に上郡町定住促進助成条例（平成 21 年条例第 14 号）又は新築住宅

に対する固定資産税の課税免除に関する条例（平成 26 年条例第 16 号）若

しくはこの要綱に基づく補助金を受けていない者

⑹ 補助対象者及びその者と同居する者が暴力団員でない者又は暴力団及

び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

（補助金の額等）

第５条 補助金の額は、補助対象住宅の購入金額に 100 分の２を乗じて得た額

（上限５万円）とする。ただし、補助対象者又は配偶者が満 50 歳未満の場

合又は世帯員に義務教育終了前の子を有している場合は補助金の上限を 10

万円とする。なお、その額に 1,000 円未満の端数があるときはこれを切り捨

てるものとし、補助は毎年度予算の範囲内において行う。

（補助金の交付申請）

第６条 補助対象者は、上郡町中古住宅取得費補助金交付申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

⑴ 住民票謄本（続柄の記載があるもので発行日から３か月以内のもの)

⑵ 建物登記簿の全部事項証明書（発行日から３か月以内のもの)

⑶ 補助対象住宅の取得費用を証する書類

⑷ 併用住宅の場合は、居住面積が明らかになる図面及び計算書

⑸ 定住誓約書（様式第２号）

⑹ その他町長が必要と認める書類



２ 居住日以降１年以内に交付申請を行うものとする。

（補助金の交付決定及び通知）

第７条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、

必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付が適当と認めたときは補助金の

交付を決定し、上郡町中古住宅取得費補助金交付決定通知書（様式第３号）

により速やかに当該申請者に通知するものとする。

２ 町長は、前項に規定する調査の結果、補助金を交付しないことを決定した

ときは、上郡町中古住宅取得費補助金不交付決定通知書（様式第４号）によ

り当該申請者に通知するものとする。

（申請の取下げ）

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象

者は、第３条及び第４条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに上郡町

中古住宅取得費補助金交付申請取下書（様式第５号）を町長に提出すること

により、申請の取下げをしなければならない。

（補助金の確定）

第９条 補助金の確定は、第７条の交付決定をもって確定とする。

（補助金の請求)

第 10 条 この交付決定を受けた補助金対象者（以下「決定者」という。）は、

前条の規定により補助金の交付額が確定したときは、上郡町中古住宅取得費

補助金請求書（様式第６号）により町長に補助金を請求するものとする。

（補助金の交付）

第 11 条 町長は、決定者より前条の規定による補助金の請求があったときは、

決定者に対し補助金を速やかに口座振込の方法により交付するものとする。

（補助金の返還）

第 12 条 町長は、決定者が交付決定の内容又はこれに附した条件に違反した場

合は、その決定を取消し、補助金を返還させるものとする。

２ 前項に規定する補助金の返還については、上郡町中古住宅取得費補助金返

還命令書（様式第７号）により期間を定めて返還を命じるものとする。

３ 前項の規定により補助金の返還を通知された補助対象者は、町長が定める

期限までに補助金を返還しなければならない。

（立入検査等）

第 13 条 町長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたとき

は、補助対象者に対して報告を求め、又は補助対象者の承諾を得た上で職員

に当該補助対象住宅に立ち入り、関係書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に対して質問させることができる。



（補則）

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成 29 年４月１日から施行する。

附 則(令和２年４月１日告示第 40 号)

（施行期日）

1 この告示は令和３年４月１日から施行する。

（失効等）

2 この告示は、令和８年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でにこの告示の規定に基づき交付された補助金に係る第 12 条及び第 13 条

の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。


